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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月30日(2018.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療機器であって、
　アクセスポート本体と、離脱可能な針先端部と針の内腔を規定する針軸とを有する少な
くとも１つの針と、を有している、埋込可能なアクセスポートと、
　前記アクセスポート本体内に収容され、前記アクセスポート本体に対して延出可能及び
引込可能である、前記少なくとも１つの針と、
　前記少なくとも１つの針が延出可能かつ引込可能な前記アクセスポート本体の複数の異
なる位置に前記少なくとも１つの針を移動させるように前記アクセスポート本体内で可動
である、針移動機構と
　を備え、
　前記離脱可能な針先端部は、前記針軸が前記アクセスポートに結合されたまま、前記針
軸に取り替え可能に接続できるように構成され、
　前記針の内腔は、前記離脱可能な針先端部が前記針軸に接続されているときに、前記離
脱可能な針先端部により閉じられる、医療機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記針移動機構は、前記少なくとも１つの針が弓形経路に沿って回転軸を中心にして回
転可能であるように可動である、医療機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療機器であって、
　前記弓形経路は、前記回転軸からほぼ一定の半径によって規定されている、医療機器。
【請求項４】
　請求項２に記載の医療機器であって、
　前記アクセスポート本体の前記複数の異なる位置は、前記弓形経路に沿って配列されて
いる、医療機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の医療機器であって、
　前記複数の異なる位置は、前記弓形経路に沿ってほぼ等しく離間されている、医療機器
。
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【請求項６】
　請求項２に記載の医療機器であって、
　前記少なくとも１つの針は、前記弓形経路に沿って回転軸を中心にして、一方向にのみ
回転可能である、医療機器。
【請求項７】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記針移動機構は、ラチェット機構を備える、医療機器。
【請求項８】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記アクセスポート本体は、カバーを備え、
　前記少なくとも１つの針は、前記カバーを通じて延出可能かつ引込可能である、医療機
器。
【請求項９】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記アクセスポート本体は、隔壁を備え、
　前記少なくとも１つの針は、前記隔壁を通じて延出可能かつ引込可能である、医療機器
。
【請求項１０】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記アクセスポート本体は、複数の針穴を備え、
　前記少なくとも１つの針は、前記複数の針穴の各々を通じて延出可能かつ引込可能であ
る、医療機器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の医療機器であって、
　前記複数の針穴は、第１針穴と第２針穴とを備え、
　前記針移動機構は、前記少なくとも１つの針を、前記少なくとも１つの針が前記第１針
穴と一致して前記第１針穴を通じて延出及び引込を行う第１位置から、前記少なくとも１
つの針が前記第２針穴と一致して前記第２針穴を通じて延出及び引込を行う第２位置へと
移動させるように前記アクセスポート本体内で可動である、医療機器。
【請求項１２】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　離脱可能な先端部と針の内腔を規定する針軸とを有する前記少なくとも１つの針は、さ
らに、離脱可能な第１針先端部と第１針内腔を規定する第１針軸とを有する第１針と、離
脱可能な第２針先端部と第２針内腔を規定する第２針軸とを有する第２針と、を備え、
　前記針移動機構は、前記第１針が延出可能かつ引込可能な前記アクセスポート本体の複
数の異なる第１針の位置に前記第１針を移動させるように、かつ、前記第２針が延出可能
かつ引込可能な前記アクセスポート本体の複数の第２針の位置に前記第２針を移動させる
ように、前記アクセスポート本体内で可動である、医療機器。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の医療機器であって、
　前記針移動機構は、前記第１針及び前記第２針が弓形経路に沿って回転軸を中心にして
回転可能であるように動作可能である、医療機器。
【請求項１４】
　請求項１に記載の医療機器であって、さらに、
　前記少なくとも１つの針を前記アクセスポート本体から延出するとともに、前記少なく
とも１つの針を前記アクセスポート本体内に引込ませるように前記アクセスポート本体内
で可動な針昇降機構を備えている、医療機器。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の医療機器であって、
　前記アクセスポート本体は、少なくとも１つの穴を有するカバーを備え、
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　前記針昇降機構は、前記少なくとも１つの針を前記アクセスポート本体から前記カバー
における前記少なくとも１つの穴を通って延出するとともに、前記少なくとも１つの針を
前記カバーにおける前記少なくとも１つの穴を通って前記アクセスポート本体に引込ませ
るように前記アクセスポート本体内で可動である、医療機器。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の医療機器であって、
　前記針昇降機構は、前記針昇降機構を回転軸を中心にして回転させることにより、前記
少なくとも１つの針を前記アクセスポート本体から延出するとともに、前記少なくとも１
つの針を前記アクセスポート本体に引込ませるように可動である、医療機器。
【請求項１７】
　請求項１に記載の医療機器であって、
　前記針移動機構は、軸を中心にして回転可能であり、
　前記少なくとも１つの針は、前記軸に沿って軸方向に延出可能かつ引込可能である、医
療機器。
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